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(1) 取組の背景と目的 

▶ 少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少により、働き手の確保が一層

難しくなる一方、福祉・介護サービスの需要が高まっているなど、社会

構造が大きく変化している中、各種の支援やサービスの質を保ちつつ、

安定的に提供していくためには、専門職の確保と資質向上だけではなく、

多様な人材の就業促進に向けて、継続的に取り組んでいくことが求めら

れています。 
 

▶ こうした背景を踏まえ、地域福祉を推進していくに当たっては、福祉・

介護分野における専門職の確保に加え、地域住民や福祉活動を担うボラ

ンティア、NPO等の民間団体が各々の役割を持ち、主体的に地域生活課

題を把握して、その解決を試みることができる仕組みづくりが必要とな

ります。 
 

(2) 基本的な進め方（課題） 

▶ 福祉・介護人材の確保に向けて、介護未経験者の参入を進めるに当た

っては、介護分野で働くことの不安を払拭するため、介護に関する入門

的研修を実施し、研修受講後のマッチングまでを一体的に支援すること

が重要です。 
 

▶ また、多様な人材の就業促進については、若年層はもとより、中高年

者や定年退職後の高齢者なども含め、幅広い層を対象として、福祉や介

護の仕事に対する理解を深め、イメージアップに取り組んでいくことが

有効となります。 
 

▶ そして、福祉・介護に従事する専門職を継続的に確保するためには、

これら職員の方がやりがいを持ち、安心して働くことができるよう、職

場定着や離職防止の促進を図っていくとともに、ケアの質や専門職の社

会的評価の向上に向け、一定の経験を積んだ職員をチームリーダーとし

て育成するなど、そのキャリアアップ支援を行っていくことが必要です。 
 

▶ このほか、都道府県においては、管内の雇用情勢を踏まえ、介護人材

の需給状況や就業状況を把握するとともに、研修体制の整備や人材育成

等に取り組む事業所の認証評価制度の実施、経営者や関係団体等とのネ

ットワーク構築、ボランティアセンターの活動推進など、市町村単位で

は行うことが難しい取組を広域的に進めていく必要があります。 

 

地域福祉を支える人づくり  ３ 
 施策項目 

【1】地域福祉を担う人材の確保と資質向上 
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(3) 具体的な取組 

➊ 福祉・介護人材の確保に関する取組 ………………………………… 

介護職員の必要数は、市町村の見込み量等に基づいた推計結果に

よると、令和５年度から７年度までの間、毎年約5.3万人の介護人材

の確保が必要と見込まれていますが、全職業の有効求人倍率が低下

している一方で、介護関係職種は高い水準にあり、今後、生産年齢人

口が減少していくことを考慮すると、介護分野での人材確保が一層

厳しくなることが想定されています。 

こうした情勢の中、必要とされる人材の確保を目指していくため

には、多様な人材の参入促進や働きやすい環境の整備、人材育成の支

援などの総合的な取組が必要です。 

道では、介護職員の資質向上に向けた研修等をはじめ、無料職業紹

介所である福祉人材センターを設置し、福祉の職場で働きたい人と

職員を採用したい福祉の職場をつなぐマッチング支援を行っている

ほか、若年層や高齢者層を対象とした介護の仕事に関する普及啓発

に取り組んでおり、職員の人材育成や職場環境の改善等が一定の基

準を満たす介護事業所に認証を付与する「働きやすい介護の職場認

証制度」により安心して働くことのできる職場の情報発信を行うな

ど、地域において必要とされる介護サービスが適切に提供されるよ

う、幅広い人材確保施策を総合的に推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉・介護人材の確保に関する主な取組 

 １ 
福 祉・介護の仕事に関する普及啓発と理解促進   

… 専用Webサイトの運営、イベント開催、普及啓発の取組に対する補助事業等 

 ２ 
多 様な人材の参入促進   

… 福祉・介護分野の無償職業紹介、未経験者向け研修、再就職支援等 

 ４ 
職 員の資質向上   

… 介護職員のキャリア形成やケアマネジャーの資質向上を図る研修等 

 ３ 
関 係機関との連携強化   

… 関係機関や団体間における課題の共通理解を図るための協議会を開催 

 ５ 
離 職防止・職場定着の促進   

… 労働環境改善のセミナー、介護事業所への認証を付与する評価制度の実施等 

 ６ 
介 護現場における業務改善の推進  

… 介護ロボットやICT技術の導入に要する経費への補助、展示会の開催等 
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❷ 生活支援の担い手となる元気な高齢者の活躍支援 ………………… 

誰もが役割を持ち、活躍できる地域共生社会の実現に向けては、

「支える側」と「支えられる側」という画一的な関係にならないよう、

年齢や属性にかかわらず、その人らしく生活できる地域づくりを目

指すことが重要です。 

全国的に高齢化が急速に進展する中、高齢者の方々が住み慣れた

地域で生きがいを持って暮らすためには、社会参加への意欲や現役

時代の能力を活かして活躍できる機会を確保していくことが求めら

れています。 

社会参加・生活支援・介護予防を一体的に推進していく目的で市町

村が実施する地域支援事業の中には、主に住民ボランティア等、住民

主体の自主活動を行う生活援助等の多様な支援もあることから、地

域における元気な高齢者がこの支援の担い手として活躍することも

期待されています。 

こうした背景を踏まえ、道では、元気で活力があり地域貢献意欲を

持った元気な高齢者である「アクティブシニア」について、生活援助

等の担い手となり、地域の特色に応じた社会活動を行うために必要

な知識を習得するセミナー等を開催するなど、その活躍支援に努め

ていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加の関係 

生活支援の担い手としての社会参加 

 地域住民の参加 

 生活支援サービス  高齢者の社会参加 

 ニーズに合った多様なサービス種別 

 住民主体、NPO、民間企業等多様な

主体によるサービス提供 

 現役時代の能力を活かした活動 

 興味関心がある活動 

 新たにチャレンジする活動 

 一般就労、起業、趣味活動、健康づ

くり、地域活動、ボランティア 等 

見守り、外出支援、買い物、調理、

掃除などの家事支援 等 
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➌ ボランティア活動を行う個人と団体の確保に向けた取組 ………… 

ボランティア活動は、個人の自発的な意思に基づく自主活動であ

り、自己実現や社会参加意欲が充足されるだけでなく、その活動の広

がりによって社会貢献や福祉活動等への関心が高まり、互いに支え

合い、交流する地域づくりが進むなど、大きな意義を持っています。 

社会福祉法においてボランティアは、地域住民や事業者と連携・協

力して地域福祉の推進に努める主体と位置付けられており、ボラン

ティア活動への理解を深め、参加を促進するための拠点としてのボ

ランティアセンターが全国各地に設置されています。 

道内の社会福祉協議会は、その多数がボランティアセンターを設

置し、ボランティア活動に参加したいと考えている方とボランティ

アによる支援を必要としている方とをつなぐほか、その活動に必要

な知識と技術を学ぶ講座や研修会を開催するといった役割を担って

おり、道では、こうした取組を支援することで、ボランティア活動を

行う個人と団体の確保を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティアセンターの主な取組 

ボランティア活動の４原則 １ 自主性・主体性 

自らの意思で行う活動であり、他人から強制され、義務として行うものではないこと。 

２ 社会性・連帯性 

社会の一員としての自覚を持ち、ともに支え合い、学び合う活動であること。 

３ 無償性・無給性 

金銭的な報酬を期待せず、見返りを求めない活動であること。 

４ 創造性・開拓性・先駆性 

今何が必要とされているのかを考えながら、より良い社会を創る活動であること。 

 ❶ ボランティアに関する相談対応、活動先の調整（マッチング） 

 ❷ ボランティアに関する学習機会の提供、人材養成 

 ❸ ボランティアグループやNPOの立ち上げ・運営支援 

 ❹ ボランティア関連の保険受付 

★ボランティア

活動の拠点とな

るセンターを社

会福祉協議会に

設置。 
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(1) 取組の背景と目的 

▶ 地域住民の生活課題を総合的かつ計画的に把握し、制度の相違を超え

た適切なサービスが効率的に提供され、その利用へのアクセスが阻害さ

れない支援体制を構築していくためには、各種サービスの総合的な利用

をマネジメントするソーシャルワークの体制を福祉事務所や相談機関

に充実させる必要があります。 
 

▶ このソーシャルワーク機能は、地域住民が孤立したり、生活課題を抱

えたときに声を挙げられる環境や発見する仕組みづくりに向けても発

揮される必要があり、こうした発見・把握の取組や関係機関との連携調

整等を担う専門職として、コミュニティソーシャルワーカーなどの支援

者を育成していくことにより、「支え手」や「受け手」という関係を超

えた参加の場や働く場が創造され、地域福祉の推進につながることが期

待されます。 
 

(2) 基本的な進め方（課題） 

▶ コミュニティソーシャルワークの概念には様々な定義がありますが、

地域を基盤としたソーシャルワークに着目すると、「個と地域の一体的

支援」とされており、「個人への支援」と「地域への支援」を同時並行

で展開しようとする活動を指します。個人への支援に地域の力を活用し

つつ、併せて地域における福祉力の向上を促すことで、それらの相乗効

果として地域福祉の底上げにつなげることが重要です。 
 

▶ こうした活動を行うコミュニティソーシャルワーカーは、現状、法制

度上の基準などはありませんが、地域福祉推進の中心的な団体である社

会福祉協議会に所属していることが多く、行政と協働した取組が全国各

地で拡大しています。 
 

▶ 地域福祉の推進に当たっては、コミュニティソーシャルワーカーをは

じめとして、高齢者の支援ニーズや地域課題等を発見し、関係者間のネ

ットワーク構築を図る生活支援コーディネーターなど、福祉の各分野に

おいて地域への支援を担っている職種を活用し、地域住民が主体となっ

て行う取組に専門的な観点からの助言やサポートを得ることが有効に

なります。 

 

 

施策項目 

【2】地域福祉を支える人材の養成 
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(3) 具体的な取組 

 地域への支援を担う職種の確保に関する取組 ………………………… 

コミュニティソーシャルワーカーとなるための要件は、地域によって

様々ですが、多くの場合、社会福祉士や精神保健福祉士など、福祉の資

格を有するソーシャルワーク実務経験者とされています。 

多様化する地域生活課題に対応し、個々の支援を行いつつ、住民や関

係機関・団体とのネットワーク構築などを総合的に展開・実践していく

に当たっては、コミュニティソーシャルワークの基本的な考え方をはじ

め、活動の手法等を習得することが欠かせないため、全国各地において、

行政職員や社会福祉協議会の福祉専門職、地域包括支援センター職員、

医療ソーシャルワーカーなどを対象とした研修が実施されており、こう

した研修を修了した上で、コミュニティソーシャルワーカーとしての活

動を行うこととなります。 

道内では、各市町村における地域共生社会の実現にはコミュニティソ

ーシャルワークの果たす役割が重要であるとの認識のもと、北海道社会

福祉協議会が「コミュニティソーシャルワーカー実践者養成研修」を開

催しているところであり、道は、こうした取組に対する助成を行うこと

で、地域への支援を担う職種の確保を推進していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コミュニティソーシャルワーカーの主な役割 

S 

C 

W 

ommunity 

ocial 

orker 

 

(1) 広範なニーズへの対応 

(2) 本人の解決能力の向上 

(3) 連携と協働 

(4) 個と地域の一体的支援 

(5) 予防的支援 

(6) 支援困難事例への対応 

(7) 権利擁護活動 

(8) ソーシャルアクション 

コミュニティソーシャルワーク 

８つの機能 

 

個 別 支 援  

（ケースワーク） 

１ 

 

地 域 支 援  

（コミュニティワーク） 

２ 

⦁ 支援が必要な個人や家族の発見 

⦁ 相談者のアセスメント 

⦁ 問題解決やニーズの充足等 

一 
体 
的 
に 
推 
進 

⦁ 地域全体の課題の発見 

⦁ 地域のアセスメント 

⦁ 業種横断的な社会資源との関係形成等 
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(1) 取組の背景と目的 

▶ 福祉・介護人材が慢性的な人手不足である状況を踏まえると、将来に

わたって福祉・介護分野を担う人材を確保していくためには、専門職の

養成や資質向上を図る研修、多様な人材の参入促進、働きやすい職場環

境の整備といった取組だけでなく、今後を見据えて長期的な視点に立っ

た取組を推進していく必要があります。 
 

▶ 具体的には、福祉・介護分野における次世代の人材育成に向けて、児

童期や青年期の段階から福祉・介護の仕事に関する興味・関心を高める

とともに、理解を深めていく取組を行っていくことであり、こうした施

策の展開が不可欠とされています。 
 

(2) 基本的な視点（課題） 

▶ 若いうちから福祉について考え、福祉の仕事の大切さやその意義を理

解することは、将来の職業選択に大きな影響を及ぼすものです。このた

め、小中高校生を中心とした若年世代へ福祉や介護の仕事に対する理解

促進を図っていくことが重要になります。 
 

▶ 児童生徒へのこうした啓発に関する取組を進めるに当たっては、学校

をはじめとする教育現場との連携・協力が欠かせないことから、理解促

進の重要性について、福祉と教育の分野が日頃より認識を共有しておく

ことが大切となります。 
 

▶ また、国が定める教育課程の基準である中学校及び高等学校の学習指

導要領では、「家庭」の項目において、高齢者の身体的な特徴を理解す

ることや介護の基礎に関する体験的な活動を行うことなどが位置付け

られており、このような前提を認識した上で、福祉・介護分野の次世代

を担う子どもたちへの福祉教育を進めていくことが求められます。 
 

▶ 福祉・介護人材の確保を推進する自治体としては、教育委員会を中心

とする関係機関と連携の上で、小中学生の夏休み等を活用した職場体験

や高校生・大学生等の介護事業所におけるインターンシップなどを通じ

て、若年世代の理解促進を図るための効果的な取組を進めていくことが

必要となります。 

 

 

 

施策項目 

【3】地域福祉の核となる次世代の育成 
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(3) 具体的な取組 

 福祉・介護分野における次世代の担い手育成に向けた取組 ………… 

福祉・介護に関するニーズが増大する一方、生産年齢人口が減少し、

昨今のコロナ禍により更なる福祉・介護人材の不足が見込まれている中、

サービスの提供に必要となる人材を安定的・継続的に確保していくため

には、早い段階から将来を担う世代を育てていく取組が重要となります。 

こうした考え方のもと、これまで道では、福祉のまちづくりの観点から、

児童生徒を対象とした福祉教育に取り組んできたところであり、現在で

は、次世代の担い手確保という目的をより明確にした事業を展開してい

ます。 

具体的な取組の一つが「福祉教育アドバイザー」による理解促進の取

組であり、小中学校等に福祉・介護の専門職や有識者をアドバイザーと

して派遣し、高齢者の介助方法や体験学習など、福祉に関する授業を行

うことで、児童生徒の福祉・介護に対する興味・関心を高め、教育関係

機関や福祉の職能団体等と連携しながら、福祉・介護分野の将来を担う

人材の育成を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福祉教育アドバイザー派遣の取組概要 

 
小中学校等 

（派遣対象） 

 
福祉教育アドバイザー 

（福祉専門職や有識者等） 
派遣 

アドバイザーの主な職種等 
 
⦁ 大学教授等の学識者  

⦁ 福祉専門職（社会福祉士等） 

⦁ リハ専門職（作業療法士等） 

⦁ ソーシャルワーカー 

⦁ 専門職養成施設の教員 

⦁ 障がいのある人など 

依頼 福祉や介護の理解に関する講話 

手話に関する講話及び体験学習 

盲導犬に関する講話 

心の健康に関する講話 

車いすを使用した体験学習 

身体障がいの体験学習 

道 

 派遣対象となる学校からの申請

に基づき、道及び市町村の教育委員

会と連携・調整の上、関係団体を通

じてアドバイザーを選定し、派遣を

決定。 

現在 興味・関心の高まり (学童期) 

将来 福祉分野への就職 (成人期) 

今後 進路の検討・決定 (青年期) 
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